
平成２平成２平成２平成２５５５５年度福岡県ふぐ処理師試験案内年度福岡県ふぐ処理師試験案内年度福岡県ふぐ処理師試験案内年度福岡県ふぐ処理師試験案内 

 

１１１１  試験月日・試験会場試験月日・試験会場試験月日・試験会場試験月日・試験会場 
    試験月日：平成２６年２月２５日（火） 
    試験会場：中村調理製菓専門学校（福岡市中央区平尾２丁目１番２１号） 
              ※ 駐車場がないので、自家用車での来場はできません。 
 

２２２２    受験資格受験資格受験資格受験資格 
    ふぐ処理従事証明がなされた日の前日で、次のいずれかに該当する者 
  ①  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５７条に規定する者※で、ふぐの処理（有毒部分を除

去することをいう。以下同じ。）の業務に従事した期間が３年以上のもの             
  ※ 高等学校に入学することができる者 

 ②  上記以外の者にあっては、ふぐの処理の業務に従事した期間が５年以上のもの 
 (注) 全日制学校在学中に、ふぐ処理に従事した期間は、①及び②のふぐの処理に従事した期間に含
   みません。 
 

３３３３        受験手続受験手続受験手続受験手続                                                                   

 受付期間  平成２６年１月６日（月）から平成２６年１月２０日（月）まで 
 ※ 福岡県内に住所地、就業地のいずれも有しない者（以下「県外者」という。）に 
  限り、郵送による提出を認める注３（書留郵便とし、「ふぐ処理師試験受験願書在 
  中」と朱書きすること。）。この場合、１月２０日（月）までの消印のあるものに 
  限り受け付ける。 

 受付時間  午前９時から午後５時まで 

 提出場所  住所地又は就業地を管轄する保健福祉環境事務所又は保健福祉事務所保健衛生課、若 
 しくは保健所（ただし、北九州市のうち小倉北区については北九州市保健所東部生活 
 衛生課、八幡西区については同保健所西部生活衛生課、小倉北区及び八幡西区以外の 
 区については各区役所保健福祉課、福岡市については各区保健福祉センター衛生課｡ 
 以下「保健所等」という｡） 
 県外者は、福岡県保健医療介護部保健衛生課（以下「県庁保健衛生課」という。） 

提出書類  ①ふぐ処理師免許申請書ふぐ処理師免許申請書ふぐ処理師免許申請書ふぐ処理師免許申請書                                                                                                                                                                                                                    １部 
 ②写真写真写真写真（申請前３ヶ月以内に撮影した上半身、無帽、正面向の縦７cm、横５cmのもの 
       で裏面に氏名を記載したもの）                                       １枚 
 ③住民票の写し住民票の写し住民票の写し住民票の写し注２（申請前６ヶ月以内、本籍地の都道府県名本籍地の都道府県名本籍地の都道府県名本籍地の都道府県名又は住民基本台帳法 

第３０条の４５に規定する国籍等が記載されたもの                         
                    出入国管理及び難民認定法第１９条の３各号のいずれかに該当 

する者は、旅券その他の身分を証する書類の写し）            １部 
 ④ふぐ処理従事証明書ふぐ処理従事証明書ふぐ処理従事証明書ふぐ処理従事証明書（『「ふぐ処理従事証明書」の記入について』に留意のこと）    １部 
 ⑤中学校卒業以上の卒業証書の写し又は卒業証明書中学校卒業以上の卒業証書の写し又は卒業証明書中学校卒業以上の卒業証書の写し又は卒業証明書中学校卒業以上の卒業証書の写し又は卒業証明書注３，４〔２ 受験資格①の者〕 
  （学校教育法第１条の学校〔中学､高校､高専､短大､大学､大学院。中等教育学校は前 
  期過程の修了〕のものとする。）                                               １部 
 ⑥診断書診断書診断書診断書（視覚又は精神の機能の障害によりふぐ処理師の業務を適正に行うに当たっ 
       て必要な認知及び判断を適切に行うことができない者及び麻薬、あへん、大 
          麻若しくは覚せい剤の中毒者でないことを証するもので、申請前１ヶ月以内 
      のものとする。）                                                     １部 
 ⑦履歴書履歴書履歴書履歴書（最終学歴及びふぐの処理に従事した職歴を記載すること。）                                                  １部 
 ⑧受験票受験票受験票受験票（受験票が受験者に確実に届く住所を記載すること。）                                                                    １部 
 ⑨手数料手数料手数料手数料        １７１７１７１７,,,,０００円０００円０００円０００円（福岡県領収証紙で納入すること。ただし、県外者につい 
                            ては現金書留又は郵便為替による支払いを認める。） 
   ※ 手数料には実技試験に使用するふぐ代を含む。 

 留意事項  ・ 受け付けをした申請書等の提出書類及び手数料は、申込みを取り消した場合又は 
  試験を受けなかった場合でも返還しない。 
 ・ 福岡県領収証紙は、いったん購入すると換金できないので、受験資格があるこ 
  と、申請書類が整っていることを保健所等で確認を受けてから購入すること。 

 

   注１) 申請書等用紙は、最寄りの保健所等又は県庁保健衛生課に請求すること。 
   注２)  改姓等により卒業証明書等と姓名が異なる場合は、戸籍抄本又は戸籍謄本を提出すること。 
                                                                          【裏面に続く】【裏面に続く】【裏面に続く】【裏面に続く】 



   注３) 申請時において、卒業証書の写しの場合は、原本も持参すること卒業証書の写しの場合は、原本も持参すること卒業証書の写しの場合は、原本も持参すること卒業証書の写しの場合は、原本も持参すること。 
          県外者が郵送により申請をする場合は、原則、卒業証明書を提出することとする。ただし、

卒業証明書の準備が困難である場合は、卒業証書の原本及び写しを提出すること。この場合、
卒業証書原本の返還有無を書面（書式任意）にて申し出、返還を希望する場合は、返信用封筒
（卒業証書が入る封筒又は筒等に返信に必要な額の切手を貼り付け、返信先の郵便番号、住所、
氏名を記入したのもの）を同封すること。 

   注４) ふぐの処理に従事した期間が５年以上の者であっても、２受験資格の①に該当する者は、  
        卒業証明書等が必要である。       
   注５)  申請書を提出するときは、印鑑を持参すること。(訂正印として使用する場合があります。)   

 注６) 受験申請は、受付期間中に早めに行うこと。                                         
                                                      

４４４４        試験科目試験科目試験科目試験科目 
 

試験区分 試 験 科 目 内           容 

衛 生 法 規  食品衛生法、福岡県食品取扱条例及び福岡県ふぐ取扱条例につ 
 いて行う。 

食品衛生学  食中毒（ふぐ毒による食中毒を除く。）とその予防方法につい 
 て行う。 学科試験 

ふぐに関する 
知識 

 ふぐ中毒を防止するために、ふぐの種類、臓器の種類、毒性、 
 生態、処理に関する知識及びふぐ毒に関する食中毒の防止対策 
 について行う。 

処理の技術  処理の技術及び臓器鑑別並びに毒性鑑別について行う。 

 

実技試験 
種類等鑑別  ふぐの種類鑑別、卵巣・精巣の鑑別について行う。 

 

 

５５５５    試験時間試験時間試験時間試験時間 
 

科      目       時     間   所 要 時 間 

受      付 ９：００ ～  ９：３０  

受験上の注意事項等説明 ９：３０ ～  ９：４０  

衛 生 法 規 

食 品 衛 生 学 学科試験 

ふぐに関する知識 

９：４０ ～１０：４０ ６０分 

処 理 の 技 術 ２０分 

 

実技試験 
種類鑑別及び卵 
巣・精巣の鑑別 

１１：００ ～１７：００ 
３分 

 

 

６６６６    試験当日持参するもの試験当日持参するもの試験当日持参するもの試験当日持参するもの 
    ・受験票・受験票・受験票・受験票        ・筆記用具・筆記用具・筆記用具・筆記用具        ・上履・上履・上履・上履（スリッパ、ズック等）  ・白衣・白衣・白衣・白衣（又は、清潔なことが確認

できる調理専用の作業着）        ・・・・ふぐの処理を行うための包丁ふぐの処理を行うための包丁ふぐの処理を行うための包丁ふぐの処理を行うための包丁  ・昼食・昼食・昼食・昼食、飲物、飲物、飲物、飲物（当日は、試験
が終了するまで試験会場から出られませんので必ず持参してください。） 

 (注) 試験会場では、試験中に携帯電話を時計がわりに使用することを禁止します。また、昼食時等
も含み携帯電話の使用を禁止します。（試験会場に時計はありません。） 

 

７７７７    受験票の交付受験票の交付受験票の交付受験票の交付 
    試験日の１週間前位に、受験者に対し受験番号を記入した受験票を送付する。 
 

８８８８    合格発表合格発表合格発表合格発表 
    合格者の受験番号を平成２６年３月２８日（金）午前９時に各保健所等及び県庁保健衛生課に掲示、

福岡県公報に登載及び県ホームページに掲載して行うほか合格者に通知して行う。なお、合格者には
ふぐ処理師免許証を交付する。 

 

９９９９        その他その他その他その他 
    (1) 「福岡県ふぐ処理師免許証」は、福岡県内でのみ有効です。ただし、「福岡県ふぐ処理師免許 
   証」を用いて各都道府県で所定の手続きを行えば、その都道府県でふぐ処理師として従事できる  
   場合があります（できない都道府県もあります。）。詳しくは、各都道府県にご確認ください。 
 (2) 受験について不明な点等は、最寄りの保健所等又は県庁保健衛生課にお問い合わせください。 


